
田村ひろゆきの
議会トーク!



■田村ひろゆきの自己紹介

1978年7月生まれ 44歳

2018年12月の選挙で初当選

「徹底した情報公開」

「無所属を貫く」

などを基本姿勢として掲げる

ＳＮＳで日々情報発信中！



◇市長選挙期間中の旧統一教会訪問が発覚！ら

◇国葬中止を求める意見書に「賛成」するも・・・

◇予算・決算特別委員会のネット中継「早期実施」を

◇見えない「委託料」の中身を問う

◇その他、９月議会の質疑から

◇あまりにお粗末、旧市民会館解体工事の工期延長

◇市議会議員選挙、過去最多の立候補者に!?



■市長選挙期間中に池澤市長が旧統一教会を訪問！

９月議会初日の田村の一般質問で驚きの答弁が

・質問：昨年の市長選挙で旧統一教会から何らかの支援を受
けたのか。

•答弁：選挙対策本部のスケジュールに基づき、私自身の政
策の一端をお話しに伺った。私から、当該団体に応援の依
頼を行ったことはない。

•質問：選挙期間中に政策の一端を話には行ったが、応援
の依頼をしないというのは私にはよく分からない。

•答弁：様々な市民、団体から要請があった。その場所に
行って私の考えを話させていただくのが基本姿勢だ。



■９月議会で決まったこと

「安倍晋三元首相の国葬の中止を求める意見書」

賛成 １１
共産3、立憲2、ネット2、

無所属4(小峰、森て、納田、田村)

反対 １４
自民9、公明5

反対討論なし

⇒賛成少数で否決

・在任期間が長ければ功績が
あるとは言えない
・国民の多数が反対している
・内閣・自民党合同葬が妥当



■９月議会で決まったこと

「予算・決算特別委員会のインターネット中継の実現を
求める陳情」

⇒全会一致で趣旨採択

「質疑時間等をはじめとした課題を解決し、予算・決算特別委員会のインター
ネット中継の早期実施に取り組む」という意見を付したうえで・・・

なぜ前提に「質疑時間等をはじめとした課題を解決」をつける必要があるのか。

いま現に行われていて、いずれは議事録にも載る委員会の様子をインターネッ
トでも中継しましょうというだけの話。インターネット中継と質疑時間は別問題。
⇒議会運営委員会では私だけの少数意見にとどまる



■９月議会で決まったこと

子育て支援に対する財源等の確保を求める意見書

国会・政府・東京都に対し、児童手当をはじめとする各種子育て支援施策
に対する所得制限の見直し、多子世帯に対する支援の拡充など、子育て
支援に対する財源等の確保を求めるもの。

学校給食費の無償化を求める意見書

⇒いずれも全会一致で可決

子育て世帯の経済的負担を軽減し、食育推進の効果も大きい給食費の
無償化支援を国の政策として行うことを求めるもの。



■見えない「委託料」の中身を問う

委託事業は決算書上「○○委託料」としか表示されない

⇒詳細の使途についてのチェックが難しい。

昨年度、西東京商工会に委託した市内消費
喚起事業等の実績報告書を資料として求め、
詳細について質問するも、答弁に窮して委
員会がストップする場面があった。

担当部署が委託先業者の事業執行状況に
ついてしっかりとチェックするよう要望。それ
が随意契約(入札を行わない)によるもので
あればなおさら。



■その他、９月議会の質疑から

・「ピースロード」への後援取消し理由は

・審議会のオンライン活用を進めよ

・ホームドア設置促進の要望を

・市内にクールシェアスポットの開設を

・公園遊具不具合の通報システム

・姉妹都市・友好都市の積極的なＰＲを

・オリジナルデザインの投票済証の作成を

・投票所での本人確認の方法は

・子連れでの投票所入場可能なことを広くPRせよ



■あまりにお粗末、旧市民会館解体工事の工期延長

旧西東京市民会館解体工事

もともとは、今年の７月末までに解体工事は終わるはずだったが・・・

結果として、解体工事が終わったのは10月11日 何があったのか？

2021年9月 契約締結時

府中市の官製談合に関わった事業者

だが大丈夫なのか？

2022年3月 工期延長①

想定外のアスベストが見つかったため、工期延長が必要

延長は2か月か、3か月か 945.8万円を余計にかけて2か月に



■あまりにお粗末、旧市民会館解体工事の工期延長

8月24日 作業工程変更、日曜日・時間外作業を近隣にお知らせ

8月30日 地下の浄化槽の位置・大きさが設計図面と異なると判明

9月17日 台風14号接近(～19日)

9月20日 解体事業者から工期が10月にまたがる可能性があるとの話

9月21日 市と解体事業者で9月30日に工事を完了することを確認

9月23日 台風15号接近(～25日)

9月26日 解体事業者、工期内の完了について「引き続き努力する」

9月28日 解体事業者から市に対し、工期延長について協議

9月29日 解体事業者から市に対し、10月11日までの工期延長申出書

9月30日 市長が専決処分により決定



議会トーク!
これからも続けていきます


